
吉田寮小史 
                          執行委員会 
 
「吉田寮の在寮期限を昭和６１年（ママ）

３月３１日とする」 
１９８２年１２月１４日、京都大学の

最高意思決定機関とされる評議会がこの

ような決定を下しました。つまり、１９

８６年３月３１日をもって吉田寮を廃寮

にしようとしたのです。この廃寮化攻撃

との闘いは、「在寮期限」設定にいたる

過程も含めるとほぼ１０年にも及ぶもの

であり、現在の吉田寮のあり方を大きく

規定しています。そこで、｢在寮期限｣問

題を軸に、今年で築 96 年を迎える吉田
寮の歩みを振り返ってみたいと思いま

す。 
 
１．「在寮期限に至るまで」 
 京都大学は１８９７年創立ですが、そ

の当時から学生寄宿舎は設けられていま

した。翌年、１８８９年竣工の第三高等

学校の学生寄宿舎が譲り受けられます。

そして１９１３年、その材木を再利用し

て建設されたのが現在の吉田寮です。１

９５９・６０年には民間の労働者寄宿舎

が京都大学の学生寄宿舎に転用され、従

来からの建物が吉田東寮、転用された建

物が吉田西寮と呼ばれるようになりまし

た。 
 京都大学においては、学寮の運営は早

くから学生の自治に委ねられ、入寮選考

も基本的には寮生が行ってきました。１

９７１年には吉田寮・熊野寮自治会と浅

井学生部長(当時)との間で、「入退寮権
は一切寮委員会が保持・行使すべきだと

考える」「新入寮生全員の名前を選考概評

とともに『京大新聞』紙上に発表する」

といった確認書が結ばれています。学寮

の運営は寮生の自治によってなされ、大

学当局との間で問題が生じた場合には、

公開の場で話し合って解決を図るという

「団交（団体交渉）―確約体制」が１９
７８年まで続きました。 
 
２．「在寮期限」の強行 
 １９７８年、沢田敏男学生部長（当時）

が団交拒否・確約破棄を打ち出します。

そして１９８２年、「在寮期限」決定が

なされました。決定当日、会議場のあっ

た時計台二階に寮生らは抗議に駆けつけ

ましたが、職員に阻まれ、階段から突き

落とされて重症を負う者も出ました。評

議員には「在寮期限」の目的は老朽化の

解決のためである、と説明されましたが、

翌日、沢田総長（当時）は記者会見で、

その目的を老朽化の解決に加えて「寮運

営の正常化」のためであると説明し、寮

自治を否定する本心を明らかにしました。

１９８３年４月１５日に時計台の二階に

上がって寮生らが抗議文を提出しようと

したことをもって「建造物侵入罪」とし

て、５月１８日に大学当局が警察に４名

を逮捕させました。さらに、これへの抗

議行動に対しても、「公務執行妨害」と

して１名、「建造物侵入罪」として３名

を逮捕させたのです。 
 １９８４年には、「正常化」の一環と

して、これまで不要であった水光熱費の

支払いに各寮自治会は応じさせられまし

た。１９８６年２月１５日、「在寮期限」

を理由として学生部委員会は１９８６年



度入寮募集停止を決定し、「在寮期限」

が到来しました。４月１日には炊フ２名

の配置転換による吉田寮食堂休業、吉田

寮守衛１名の配置転換を強行しました。 
これらは当事者である寮生の立場を無

視し、それまでの寮自治会と大学当局と

の関係（確約体制、確約自体）を無視す

る、一方的な権力の行使でした。そして

それに抗議する声を、警察を使って圧殺

しようとしたのです。 
 
３．文部省の学寮政策 
 以上に見られる廃寮化攻撃の背景には、

文部省（当時）の学寮政策があります。 
 文部省の学寮政策の内容は、１９８４

年の通達、「学寮における経費の負担区

分について（通称２・１８通達）」をはじ

め、寮生の経済的負担の強化＝国費負担

の軽減や寮自治に対する管理強化を狙っ

たものでした。１９７１年、全国的な学

生運動の昂揚を前にして、文部省は学寮

を「さまざまな紛争の根拠地」と規定し、

これを解体していく方針を打ち出しま

す。 
 ところで、国立大学の学生寮は建築年

度や規格によって「旧寮」「新寮」「新規

格寮（新々寮）」の３つに分類されます。

京都大学においては、吉田寮・女子寮・

室町寮が旧寮、熊野寮が新寮、国際交流

会館が新々寮です。この新々寮の建築が、

１９７５年より開始されています。そし

てそれ以後、文部省は新規格の寮しか建

築を認めようとしないのです。 
 新々寮４条件は以下の通りです。 
（１）大学当局の入退寮権掌握 
（２）全室個室 

（３）２・１８通達の完全適用（負担区

分の納入） 
（４）寮食堂なし 
このうち（１）は、寮生による自治を否

定していく延長線上にあるもので、当局

にとって都合の悪い者を排除することを

可能にします。また、寮生資格（「男子学

部生のみ」など）の設定により本当に経

済的に困窮している者が事務的に切り捨

てられることがあります。（２）は、寮

生を分断して自治の基盤となる共同性を

解体しようとするものです。また、一部

の新々寮では集会室・大部屋も設置され

ていません。（３）水光熱費の寮生負担

分を増額されることにより、寮生の経済

的負担の強化をもたらします。（４）は、

経済的負担の強化に加え、全寮生が集ま

れる場をなくすことにもなります。その

他、ガードマンが勝手に寮生の居室に出

入りしたり、寮生が廊下に集まることす

らできないように廊下を曲げたりしきり

を設けたりしている寮もあります。１９

７９年には、京都大学を訪れた会計検査

院の役人が、寮について、文部省の方針

通りに運営されていないとして不正常指

摘を行いました。これを受けて大学当局

は、新々寮に作り替えようとして廃寮化

攻撃を行い、そして新寮建設のめども立

たないのに「決めたことだから」として

吉田寮の廃寮を強行しようとしてきたの

です。 
 
４．「在寮期限」との闘い 
 このような攻撃に対して吉田寮自治会

は、「在寮期限」設定直後から学内の学

部自治会や学生有志とともに、その不当



性を暴露し、寮自治や共同生活の意義を

アピールすることによって、吉田寮の維

持・発展を訴えていきました。「在寮期

限」到来直前には、「『在寮期限』が到来

したからといってただちに寮生を追い出

すべきではない」という旨の確約をひき

だしました。そして、新自治寮を建設さ

せ、それへの全寮生の移行によって「在

寮期限」を無効化するという方針を掲げ、

１９８６年度以降も自主入寮選考を貫徹

し、寮を必要とする多くの学生を受け入

れつつ、闘いを継続してきました。 
 これに対して大学当局はついに吉田寮

の完全廃寮をあきらめ、１９８８年１１

月７日、５年９ヶ月ぶりに行われた団体

交渉の場で河合隼雄学生部長（当時）は

妥協案を提示します。それは、吉田西寮

の撤去と寮生名簿・寄宿料の提出に寮生

が応じれば、吉田東寮を補修して寮の存

続を認めるというものでした。吉田寮自

治会は１９８９年１月２２日の寮生大会

においてこの妥協案の受け入れを決定し

ました。また、交渉の過程において西寮

の定員分を代替する施設を要求しました

が、その過程で荷物部屋としてプレハブ

が建設されました。これを受けて４月１

４日の評議会において「在寮期限設定に

伴う一連の措置の執行を完了した」こと

が確認され、長きにわたった「在寮期限」

闘争は終結したのです。 
 「在寮期限」問題は吉田寮生だけの問

題ではありませんでした。吉田寮は京都

大学に在籍する全てのひとの共有財産で

あったし、文部省の自治寮つぶしの政策

は、学生の自治・自主的活動の否定につ

ながっていたからです。もちろん、この

問題には吉田寮生が中心となって取り組

んできましたが、署名、集会・討論会へ

の参加、決議等の形で寮外生や教職員、

そして京都大学以外からも多くの人々の

注目・支援・連帯を勝ち得てきました。

こうした世論こそが、吉田寮が廃寮化攻

撃を打ち破る大きな力となっていたので

す。 
 
５．「在寮期限」以降の吉田寮 
もともと吉田寮は男子学部学生の寮と

されていましたが、１９８５年から女子

の受け入れを開始していました。１９９

０年７月からは留学生の受け入れ、１９

９１年度からは院生・聴講生・研究生・

医療技術短期大学生を含めた全京大生を

入寮募集の対象とするようになりました。

さらに１９９４年度より、「京都大学学

生との同居の切実な必要性」が認められ

る者も入寮募集の対象となっています。

これらは入退寮権を有する寮自治会とし

て、厚生施設である学寮が誰のための施

設であるべきかを議論した結果です。ま

た、入寮資格枠の拡大に伴って、入寮希

望者は増加し、最近では寮生数は当局の

定めた定員１４７名を大きく上回ること

もあります。そのため、居室はほとんど

相部屋となっています。 
寮自治会は、「在寮期限」以降も歴代

の学生部長と団体交渉を行い、寮自治の

尊重、補修の継続などを内容とする確約

を引き継がせてきました。１９９６年５

月１６日には、益川学生部長（当時）と

の団体交渉において、「新寮の運営につ

いても寮生の自治とする」という確約を

獲得するなど新寮建設に向けて歩を進め



たように見えました。ところが、新寮の

より具体的な内容についての合意を求め

て行った同年１２月６日の益川学生部長

（当時）との団体交渉においては、学内

寮を求める我々と学外寮を主張する当局

との交渉は物別れにおわってしまいまし

た。 
 
１９９８年度から、京都大学の組織再

編の一環として、学生部（その下に寮務

係がある）の事務局編入、副学長制の導

入などが行なわれ、これに対しても寮自

治会は、当事者を欠いた一方的な決定で

あるとして抗議を行ってきました。そし

て１９９９年６月には、新寮を現在の場

所に建てること、水光熱費の負担区分の

値上げをしないことなどの進展した確約

を副学長と交わしました。これで新寮建

設に関する条件はほぼそろったというこ

とになります。しかし新寮建設か吉田寮

の保存かという議論は現在でも行われて

おり、決着をみていません。 
また２０００年度からは国立大学法人

化の問題が挙がり、寮自治会はこれに対

し反対の立場をとっていました。端的に

言えば法人化は、「市場原理」と監視・

評価システムの導入により、学生の権

利・自治空間の減少、管理強化をもたら

すと共に大学の自治そのものを脅かすも

のであると判断できたためです。しかし

その甲斐むなしく、２００４年度から国

立大学の法人化が始まりました。その後

の京都大学の状況を見てみると２００５

年に事務本部再編と学生部予算削減がな

されました。前者に関しては、事務の簡

素化・合理化を主な目的に効率重視の人

員配置、業務の分散が行なわれ、今後き

め細かで柔軟な学生対応が損なわれかね

ないと懸念されます。また後者に関して

は、このことが学生の課外活動の縮小や

吉田寮に関する予算の削減につながる可

能性もあります。当局のこのような動き

は今後も続いていくと思われるので、動

向には注意していく必要があります。 
 
また吉田寮自治会は９０年代において

も文部省の学寮政策に反対するために、

他大学の学寮支援も行ってきました。 
東京大学駒場寮は当局により一方的に

「１９９５年度入寮募集停止、１９９６

年３月廃寮」を決定され、裁判闘争にま

で至り廃寮となりました。吉田寮自治会

は１０年間にわたり駒場寮自治会を支援

してきました。 
さらに山形大学学寮では 1999 年大学
当局により入寮募集停止が行われ、事実

上の廃寮処分が決定されました。そんな

折、大学の指示を受けた寮内清掃員によ

るスパイ活動が発覚しましたが当局はこ

のことを否定し、逆に、寮生が清掃員を

監禁し署名を強要したと警察に訴え、結

果四名が逮捕されました（後に釈放、不

起訴処分）。このスパイ行為、虚偽告発

等に対し寮生は国家に賠償請求訴訟を起

こしました（これを「泥ウソ」国賠とい

う）。これに対し高裁では大学の窃盗が

事実として認められ寮生側の一部勝訴と

なりましたが、寮生側は告発の違法性が

認められなかったことを不服としさらに

上告しました。最高裁では書面却下の判

決が下され、ここに高裁での判決が確定

しました。吉田寮自治会はこの間山形に



行き裁判を傍聴するなど支援を行ってき

ました。 
そして１９９９年に一方的に廃寮を通

達された東北大学有朋寮でも裁判闘争が

行なわれてきましたが、2006 年 9 月に
最高裁で有朋寮「明け渡し」裁判の上告

棄却がなされ、これにより高裁での有朋

寮「明け渡し」の判決が確定となり、そ

の後完全に廃寮されてしまいました。 
 

どうなる未来の吉田寮！？ 
 

06 年、大学当局から新寮に建て替え
ないかという提案があり、１０月２３日

に吉田寮自治会は新寮建て替えに関して

学生の福利厚生を担当する副学長と団交

を行いました。しかし、結局大学当局と

吉田寮自治会の間で、どういう新寮にし

ようかという条件のすり合わせができず、

決裂という結果に終りました。 
この問題；吉田寮をどう残していくか

という問題に関して吉田寮はどのように

捉えているのか、今までの歴史や経緯を

ふりかえってみたいと思います。 
吉田寮は「在寮期限」を経て、建物の

「老朽化」という問題をなんとしようと

取り組んできました。当時、その解決策

として挙げられたのが、新寮建て替えで

す。それから何年もの間、吉田寮は大学

当局に対して新寮を要求してきました。

しかし、寮生の自治による運営を重視す

る私たち吉田寮自治会の要求する新寮と、

文部省の学寮に関する方針とのすれ違い

が有り、新寮建設はなかなか難しそうだ、

という流れの中、大規模な補修を行い老

朽化を当面解決する、という新たな方向

性が０２年ごろ検討され始めました。 
それまでにも雨漏りを直す、窓を治すな

どの日常的な小さな補修は行われてきた

のですが、建物を長く使っていくために

それとは違う補修は必要かを独自に調べ

るため、補修特別委員会が設置されまし

た。そして、耐震強度などの面で骨組み

から補修するという、大規模補修の必要

があるという事が認識され、大学当局へ

の要求をし始めました。そして０５年に

は大規模補修に向けた耐震調査と、耐震

補強の設計に関する予算がつき、大規模

補修の設計までは行われたものの、06
年夏から秋にかけての概算請求1の学内

選考において、吉田寮の大規模補修案は

廃案となってしまいます。そしてそれま

での交渉内容と一転して、06年10月に
学生センターから、「京都大学重点研究

アクションプラン（以下アクションプラ

ン）という予算枠で、吉田寮を建て替え

よう。10月23日までに返答をくれたら
すぐにでも実行に移る」という話が持ち

かけられます。このアクションプランと

は、各部局の経費を節約して浮かせた予

算をプールしたもので、総長及び理事の

裁量によって柔軟な運用が可能な予算枠

である、とのことでした。 
 それまで大規模補修方針で当局と合意

に至り、設計まで行われたにもかかわら

ず、突然全く別の提案が出されたことで、

自治会は少なからず混乱します。「今建

                                                   
1  国立大学法人の予算のうち、
文科省に大まかな使途と金額を算出して

請求する予算。学内予算に対して、国か

ら下りる予算という意味で使われる。 



替えるべき」か「今は見送るべき」かで

大きく寮内は割れ、さらに細かい意見の

相違、その他諸々の意思決定に関わる問

題から議論は錯綜し、連日連夜の議論を

経ても合意には至りませんでした。 
 建て替えるか否か、自治会としての合

意を見ないまま、回答期限の10月23日
に、吉田寮自治会は東山副学長（厚生補

導担当、当時）と、「もし建て替えを行

うのであれば、このような条件であれば

合意可能である」という趣旨の確約を結

ぶための団交を行います。ですがこの団

交は当局側から設けられた時間制限によ

り、一つ一つの項目について話し合うこ

とができず、交渉の体をなさないもので

した。 
 団交は決裂に終わりましたが、山下学

生センター長は「今後も建替えに関する

交渉には応じる」と発言し、また寮内で

も速やかに議論を進める必要が認識され、

議論を行う試みが執行委員会や老朽化対

策特別委員会によって行われます。また

寮内での議論にとどまらず、学内に広く

協力を呼びかけて吉田寮の要求に支持を

集める運動が、老朽化対策特別委員会を

中心に画策されました。しかしながら、

寮内での議論は大きくは進展せず、学内

で協力を集める運動も大きな成果は見ら

れませんでした。やがて寮内でも、いつ

何時06年10月のような提案が持ちかけ
られないともしれないという危機感は薄

れていきます。 
 08年 10月には、尾池総長（当時）及
び東山副学長（当時）が退任し、松本総

長及び西村副学長が新たに就任しまし

た。 

副学長交代に伴い、吉田寮はそれまで

引き継がれてきた確約を新副学長に確認

させる「引継ぎ団交」に向けた準備を進

めます。しかし、それに先立つ第三小委

員会との予備折衝の段階で、交渉は難航

しています。 
当局側の当初の主張は、「寮は第一義

的には大学のものであり、話し合いには

応じるが寮生が最終的な決定権を持つと

いう状況は不正常である」というもので

した。しかし長期に渡る交渉の中で徐々

に態度を軟化させ、現在では大幅に寮生

の自主権を認める形になりつつありま

す。 
 
 最近の話 
 
2008 年 10 月の西村副学長就任以降、吉

田寮自治会は引き継ぎ団交を求め、また

それに対する準備をすすめてきましたが、

2009年４月、突然大学側から「吉田南キ

ャンパス最南部再整備計画(案)」が出さ

れました。この計画は、焼け跡(もと吉

田寮食堂の一部とサークル棟があったが

96 年に火災で焼失し、以後空き地にな

っている)とテニスコートに吉田寮新棟

を建設し、またその後現吉田寮を建て替

える、というものでした。そこで再び当

局との間で吉田寮をどうするかの話し合

いが行われました。その中で、現吉田寮

を建て替えるかは別の話として、新棟に

ついて話し合うということで当局と合意

しました。新棟に関する予算の国への要

求期限が09年6月と直近だったため、多

くの時間を割いて議論が行われましたが、

今回の予算も、結局通りませんでした。



しかし当局が大学独自の予算で行いたい

ということで、議論は継続しています。 

 そして2010年現在は、寮費、水光熱

費、食堂、入退寮権などが主な議論の争

点となっています。 

  

 さらに、副学長就任から２年経つにも

関わらず、未だに引き継ぎ団交が完了し

ていないという状況から、今までの団交

確約体制を責任もって当局に守らせてい

くために、引き続き、引き継ぎ団交を行

い、確約書を求めていきます。 

 
 ここまで「在寮期限」闘争以後の吉田

寮の歴史について見てもらった通り、吉

田寮には長くそして質のこもった歴史が

あります。今現在寮に住んでいる私たち

はその積み重ねの最前線にいるわけです

が、このことをしっかりと自覚する必要

があります。「在寮期限」闘争時の吉田

東寮の保守や寮生資格枠の拡大、寮費の

安さなど私たちが当時の寮生の努力によ

る恩恵を受けていると考えられるからで

す。どういった経緯で今の自治寮として

の吉田寮があるのかについて認識し、そ

して言わば自治の「伝統」を引き継ぎ、

さらにより良い自治を将来に向けて探し

求めていく必要が私たちにはあると思い

ます。 
 
 
 
 
 


